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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の挿入脚部を可撓性部分から突設した意匠部品であって、前記挿入脚部には穴が形
成される意匠部品と、
　内装材の取付け面の裏面側に配置される台座であって、前記意匠部品の一対の挿入脚部
の間に配置される係合受け部と、ランプモジュールとを有し、前記係合受け部には前記挿
入脚部に形成された穴に対応して一対の係合爪が外側に向けて形成される台座と、を備え
、
　前記内装材の取付け面に形成された開口部に前記一対の挿入脚部が挿入され、前記挿入
脚部は前記係合受け部の係合爪に乗り上げるように変形し、前記挿入脚部に形成された前
記穴に前記係合受け部の係合爪が係合し、
　前記台座には、前記係合爪の下方に開口部が形成され、該開口部の前記挿入脚部の外側
に、該挿入脚部に向かって膨張し、該挿入部の変形を拘束する変形拘束部が備えられ、
　前記内装材を前記台座の押さえ面と前記意匠部品の周縁部とで挟持する、
　ことを特徴とする車輌用室内照明装置。
【請求項２】
　前記台座は、その下方で前記係合受け部り連続するリテーナ部を更に有し、
　前記ランプモジュールは該リテーナに固定される、
ことを特徴とする請求項１に記載の車輌用室内照明装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は意匠部品の取付け構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車輌用の照明装置は、室内に露出する意匠部品と取付け面としての天井材の裏側に配置
される台座とに分解され、意匠部品から突設された一対の挿入脚部を台座の係合受け部へ
スナップ止め的に係合させる。これにより、意匠部品と台座とで天井材を挟み、意匠部品
が天井材へ固定されることとなる。
　従来の室内灯の例を図１及び図２に示す。
　合成樹脂で形成された板状の意匠部品１はその両端に一対の挿入脚部３を備える。挿入
脚部３には係合爪４が形成されている。台座５には挿入脚部３に対応する位置に穴６が設
けられ、挿入脚部３を穴６へ挿入すると、挿入脚部３が変形し、係合爪４が穴６の周壁へ
スナップ止め的に係合して意匠部品１と台座５とが固定される。意匠部品１と台座５とで
天井材８が挟持され、もって意匠部品１は天井材８へ取付けられることとなる（図２Ａ参
照）。
　このような意匠部品の取付け構造は例えば特許文献１に開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３４９３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、何らかの原因で合成樹脂製の板状部材からなる意匠部品１に、図２Ｂの
矢印Ｂ１方向の引張り力が加わると、当該意匠部品１が変形し、挿入脚部３が内側に倒れ
こんで穴６の周壁と係合爪４との係合が外れるおそれがある。穴６の周壁から係合爪４が
外れると、意匠部品１が取付け面から外れてしまうので好ましくない。
　挿入脚部３の倒れこみを防止するには、矢印ｂ１方向の引張り力に対して意匠部品１が
変形し難くすることが考えられるが、これは意匠部品１の設計自由度を制限することとな
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は上記の課題を解決すべくなされたものである。即ち、
　取付け面の裏面側に台座を配置し、意匠部品の可撓性部分から突設された一対の挿入脚
部を前記台座の係合受け部へ係合させることにより、意匠部品を前記取付け面へ固定する
意匠部品の取付け構造であって、
　前記意匠部品の挿入脚部には穴が形成され、
　前記台座の係合受け部は前記意匠部品の挿入脚部の内側に配置され、前記穴の周壁へ係
合する係合爪を有する、
　ことを特徴とする意匠部品の取付け構造。
【発明の効果】
【０００６】
　このように構成された意匠部品の取付け構造では、意匠部品に引張り力が加わりこれが
変形して一対の挿入脚部が内側に倒れこんだとしても、台座の係合受け部が一対の挿入脚
部の内側に存在するので、係合受け部の係合爪と挿入脚部の穴又は凹部の周壁に対する係
合爪の係合状態が強固になる。もって、意匠部品の係合が安定する。
　台座の係合受け部側に係合爪を設け、これを挿入脚部の穴若しくは凹部の周壁へ係合さ
せる構成を採用することにより、挿入脚部を薄くすることができる。これにより、台座側
において挿入脚部を挿通させる開口部の幅を狭くすることができる。当該開口部が狭くな
ると、挿入脚部の倒れこみが開口部の周縁で効果的に規制されることとなる。
【０００７】
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　以下、上記各要素について、図３及び図４を参考にして説明する。
（取付け面）
　取付け面１８は、車輌用における天井材その他の内装材のほか、任意に選択可能である
。
（意匠部品）
　意匠部品１１として、実施例では、ＬＥＤの光を通すレンズユニットを意匠部品の例に
採りあげているが、人が外部から視認できるものであれば特に制限されるものではない。
　意匠部品１１は可撓性部分を含んでいる。この可撓性部分の変形に起因して挿入脚部１
３が内側に倒れこむこととなる。この可撓性部分は意匠部品の一部又は全部を構成する。
　一対の挿入脚部１３が可撓性部分から突設される。挿入脚部１３には穴１４が形成され
ている。
（台座）
　台座１５は係合受け部１６を有し、該係合受け部１６には挿入脚部１３の穴１４に対応
して一対の係合爪１７が外側に向けて形成されている。また、台座１５には意匠部品の挿
入脚部１３を通すための開口部１９が形成されている。
【０００８】
　意匠部品１１及び台座１５は合成樹脂を型成形して形成される。
台座１５の開口部１９を挿通した挿入脚部１３は係合爪１７を乗り上げるように変形して
係合爪１７が穴１４の上側周壁へ係合する。
　図４Ｂに示すように、意匠部品１１に矢印Ｂ１で示される方向へ外力がかけられると、
可撓性の意匠部品１１が変形して挿入脚部１３が相互に内側へ倒れこむこととなるが、挿
入客部１３がこの方向への倒れこむとその穴１４の上側周壁と台座１５側の係合爪１７と
の係合が強化されるので、意匠部品１１が台座１５から抜け落ちることはない。
【実施例】
【０００９】
　以下、この発明の実施例について説明する。
　図５は実施例の車輌用照明装置２０の分解図を示し、符号２１はＬＥＤランプモジュー
ル、符号３０は台座、符号５０は天井材、符号４０は意匠部品を示す。
　図６は照明装置２０の底面図、図７は縦断面図、図８は図７におけるＡ－Ａ線断面図で
ある。
【００１０】
　ランプモジュール２１は概略筒状の筐体２２を有し、その中にＬＥＤランプを備える。
ＬＥＤランプからの光は光放出部２３から図示下方へ放出される。光放出部２３にはレン
ズを配設することができる。筐体２２には爪２５が形成されている。
【００１１】
　台座３０はランプモジュール２１のリテーナ部３１と、係合受け部３５、押さえ面３９
を備えてなる。
　リテーナ部３１にはランプモジュール２１の筐体２２の形状に対応した凹部３２と係合
突起３３を備えている。ランプモジュール２１を凹部３２へはめ込んだとき、爪２５が係
合突起３３の下縁へ係合して、ランプモジュール２１がリテーナ部３１へ固定される。
　このリテーナ部３１の下方に連続する部分が係合受け部３５である。係合受け部３５に
は、図８に示すように、一対の係合爪３６が形成されている。当該係合爪３６の下方には
開口部３７が形成されている。開口部３７において係合爪３６の対向する部分が細幅とな
るよう、開口部３７の外側縁に膨出部（変形拘束部３８）が形成されている。
　押さえ面３９は天井材５０に沿って傾斜面とされている。
【００１２】
　意匠部品４０は、図８に示すように板状部材であるため、全体的に可撓性を有する。意
匠部材４０の長辺にそって一対の挿入脚部４１が一体的に立設されている。挿入脚部４１
には穴４２が形成されている。意匠部品４０の中央部分はレンズ部４５とされている。
　一対の挿入脚部４１の間隔は台座３０の係合受け部３５の幅と略等しい。これにより、
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【００１３】
　ランプモジュール２１の筐体２２、台座３０、意匠部品４０はともに合成樹脂の射出成
形品である。
　意匠部品４０の挿入脚部４１を台座３０の開口部３７へ挿入し、更に押し込むと挿入脚
部４１は係合爪３６の傾斜面にそって変形し、穴４２の上側縁部と係合爪３６とが係合す
る。当該係合により、台座の押さえ面３９と意匠部品４０の周縁部とで天井材５０の開口
部５１の周縁が挟持される。これにより、照明装置２０が天井材５０に固定されることと
なる。
【００１４】
　図８に示す取付け状態から意匠部品４０を下方に引っ張ったとき、樹脂板からなる意匠
部品４０は変形して挿入脚部４１は内側（相互に近接する方向）に倒れこもうとする。挿
入脚部４１がこのように変形すると、係合爪３６と穴４２の上側壁部とがより強く接触し
、両者の係合力が高まる。また、この実施例では係合脚部４１が係合爪３６から離れる方
向の動作が変形拘束部３８により制限されている。よって、係合爪３６と穴４２の上側壁
部との係合が確実に維持されることとなる。
　なお、上側壁部が係合爪３６との係合に充分な面積を備えれば、穴４２が挿入脚部４１
を貫通している必要はない。
【００１５】
　この発明は上記発明の実施の態様及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。特
許請求の範囲を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に
含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は従来の意匠部品の取付け構造を示す斜視図である。
【図２】図２は従来の意匠部品の取付け構造の動作を示す断面図であり、図２（Ａ）は定
常状態、図２（Ｂ）は意匠部品に引張り力が加えられたときの状態を示す。
【図３】図３はこの発明の意匠部品の取付け構造を模式的に示す斜視図である。
【図４】図４はこの発明の意匠部品の取付け構造の動作を示す断面図であり、図４（Ａ）
は定常状態、図４（Ｂ）は意匠部品に引張り力が加えられたときの状態を示す。
【図５】図５はこの発明の実施例の照明装置の分解斜視図である。
【図６】図６は同じく照明装置の底面図である。
【図７】図７は同じく照明装置の縦断面図である。
【図８】図８は同じく図７におけるＡ－Ａ線断面図である。
【符号の説明】
【００１７】
１、１１、４０　意匠部品
３、１３、４１　挿入脚部
４、１４、３６　係合爪
５、１５、３０　台座
８、１８、５０　取付け面（天井材）
３５　係合受け部
３７　開口部
３８　変形拘束部
４２　穴
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